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加藤久美子 生涯学習課長 

佐々木智恵 文化財保護課長 

堀口滋 体育課長 
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山﨑育樹 学校教育課長補佐 
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次   第 

平成３１年第２回本庄市教育委員会定例会 議事日程 

                   平成３１年２月１４日（木） 

                    午後２時３０分開議 委員室 

１．開 会 

２．前回会議録の承認 

３．会議議事録署名人の指名 

４．議 事 

（１）本庄市スポーツ施設予約システムの運用に関する規則の一部を改正

する規則（議案第２号） 

（２）本庄市公民館設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する

規則（議案第３号） 

（３）本庄市民文化会館の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改

正する規則（議案第４号） 

（４）本庄市児玉文化会館の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を

改正する規則（議案第５号） 



（５）本庄市体育施設設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正す

る規則（議案第６号） 

（６）本庄市公園施設設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正す

る規則（議案第７号） 

（７）本庄市立学校体育館、武道場及び校庭の利用に関する規則の一部を

改正する規則（議案第８号） 

（８）本庄市立学校校庭夜間照明施設及び管理に関する条例施行規則の一

部を改正する規則（議案第９号） 

（９）本庄市公民館長の任命について（議案第１０号） 

（10）本庄市社会教育指導員の任命について（議案第１１号） 

（11）平成３１年度学校給食運営計画について（議案第１２号） 

（12）平成３０年度本庄市教育予算補正（３月）について（議案第１３号）

（13）平成３１年度本庄市教育予算について（議案第１４号） 

５．教育長の報告 

６．その他 

７．閉 会 

配付資料  

・「平成３１年第２回本庄市教育委員会定例会議案」 

・「平成３１年第２回本庄市教育委員会定例会議案関係資料」 

・「平成３１年第２回本庄市教育委員会定例会議案新旧対照表」 

・「教育長の行動記録」 

・「報告及び今後の事業等開催予定」 

・「蔵書点検に伴う休館について」 

主 管 課  教育総務課 

会 議 の 経 過  

教 育 長 ただいまから、平成３１年第２回本庄市教育委員会定例会を開会いたしま

す。 

それでは、議事日程に従いまして進めてまいります。 

まず、前回会議録の承認をお願いします。 

事 務 局  前回開催されました定例会の会議録につきましては、あらかじめ委員の皆

様に配付させていただき、ご確認いただいております。特に異議等ございま

せんでしたので、承認されております。 

教 育 長 それでは、署名をお願いします。 

続きまして、本日の会議録の署名人を指名させていただきます。本日は、

今井委員にお願いいたします。 

次に、議事日程４の「議事」へ入ります。 



本日の付議事件は、お手元に配付しましたとおり、議案１３件でございま

す。それらのうち、議案第１３号及び議案第１４号の議案２件については、

平成３１年本庄市議会第１回定例会への提出案件であるため、地方教育行政

の組織及び運営に関する法律第１４条第７項ただし書の規定により非公開

としたいと思います。 

これに、ご異議ございませんか。 

教 育 委 員 異議なし。 

教 育 長 異議がありませんので、議案第１３号及び議案第１４号の議案２件の審議

については、非公開といたします。 

なお、それらの審議につきましては、議事の進行上、議事日程６の「その

他」が終了した後に、非公開会議として、審議を進めたいと思います。 

それでは、議案第２号について、事務局から説明を求めます。 

堀口体育課

長 

議案書１ページをお願いします。 

議案第２号「本庄市スポーツ施設予約システムの運用に関する規則の一部

を改正する規則」につきまして、ご説明いたします。 

始めに、本議案の提案理由をご説明いたします。６ページをお願いします。

提案理由は、スポーツ施設予約システムの運用に関し、対象施設に学校体

育施設、学校校庭夜間照明施設及び文化教育施設を加え、必要な事項を定め

たいので、この案を提出するものでございます。 

次に、議案内容についてご説明いたします。新旧対照表の１ページを併せ

てご覧下さい。 

本庄市スポーツ施設予約システムの運用に関する規則の一部を次のよう

に改正します。 

まず、題名中「本庄市スポーツ施設予約システム」を「本庄市公共施設予

約システム」に改めます。 

次に、第１条中「スポーツ施設の」を「公共施設の」に、「スポーツ施設予

約システム」を「公共施設予約システム」に改めます。 

次に、第２条の対象施設に、学校体育施設、夜間照明施設、本庄市民文化

会館施設、本庄市児玉文化会館及び本庄市児玉中央公民館を加え、表の形式

に改めます。 

次に、第３条第１項中「団体は」を「者は、次項の表の左欄に掲げる施設

区分ごとに」に改め、施設区分ごとの登録の種別、第２項の登録の資格、第

４項の登録の有効期間について、表の形式に改めます。 

次に、第４条第１項中「「団体は」を「者は」に、「本庄市スポーツ施設予

約システム団体利用登録申請書」を「本庄市公共施設予約システム登録申請

書」に改めます。 

次に、第５条及び第６条中「団体」を「者」に改めます。 

別記様式は、「本庄市スポーツ施設予約システム団体利用登録申請書」を

「本庄市公共施設予約システム登録申請書」に改め、団体のみならず個人の

登録にも対応した申請書に改めます。 



議案書６ページにお戻り下さい 

附則として、施行期日を、現在のスポーツ施設予約システムの利用契約の

終了にあわせ、平成３１年３月１日から施行するものでございます。 

以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

教 育 長 ただいまの説明につきまして、ご質疑はございませんか。 

教 育 委 員 質疑なし。 

教 育 長 それでは、特に質疑がありませんので、議案第２号については、原案のと

おり承認することで、ご異議ございませんか。 

教 育 委 員 異議なし。 

教 育 長 異議がありませんので、議案第２号「本庄市スポーツ施設予約システムの

運用に関する規則の一部を改正する規則」は、承認することに決定しました。

次に、議案第３号について、事務局から説明を求めます。 

加藤生涯学

習課長 

議案第３号「本庄市公民館設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改

正する規則」につきまして、ご説明いたします。 

議案書「７ページ」をお開きください。 

始めに、本議案の提案理由をご説明いたします。１１ページをお願いしま

す。 

提案理由は、公共施設予約システムの対象施設の運用に伴い、児玉中央公

民館の様式の改正を行いたいので、この案を提出するものでございます。 

次に議案内容についてご説明いたします。新旧対照表でご説明いたします

ので新旧対照表の８ページ９ページをお開き下さい。 

９ページ様式第１号の２「児玉中央公民館利用許可申請書」及び１０ペー

ジ様式第２号の２「児玉中央公民館利用許可書」を、右側の様式に改めるも

のでございます。 

議案書１１ページにお戻りください。 

附則の施行期日ですが、本庄市公共施設予約システムの運用と合わせ、平

成３１年３月１日から施行するものです。 

また、経過措置ですが、改正前の規則の規定により既に印刷済の様式につ

いては、当分の間、使用することができる規定をもうけるものです。 

説明は以上でございます。 

教 育 長 ただいまの説明につきまして、ご質疑はございませんか。 

教 育 委 員 質疑なし。 

教 育 長 それでは、特に質疑がありませんので、議案第３号については、原案のと

おり承認することで、ご異議ございませんか。 

教 育 委 員 異議なし。 

教 育 長 異議がありませんので、議案第３号「本庄市公民館設置及び管理に関する

条例施行規則の一部を改正する規則」は、承認することに決定しました。 

次に、議案第４号について、事務局から説明を求めます。 



加藤生涯学

習課長 

議案第４号「本庄市民文化会館の設置及び管理に関する条例施行規則の一

部を改正する規則」につきまして、ご説明いたします。 

議案書１２ページをお開きください。 

始めに、本議案の提案理由をご説明いたします。１８ページをお願いしま

す。 

提案理由は、公共施設予約システムの対象施設の運用に伴い、様式の改正

を行いたいので、この案を提出するものでございます。 

次に議案内容についてご説明いたします。新旧対照表でご説明いたします

ので新旧対照表１１ページをお開き下さい。 

１２ページ様式第１号（その１）「本庄市民文化会館利用申請書」、１３ペ

ージ様式第１号（その２）「本庄市民文化会館利用変更申請書」、１４ページ

様式第２号（その 1）「本庄市民文化会館利用許可書」、１５ページ様式第２

号（その２）「本庄 市民文化会館利用変更許可書）、１６ページ様式第３号

「本庄市民文化会館使用料減額（免除）申請書」を、右側の様式に改めるも

のでございます。 

議案書１８ページにお戻りください。 

附則の施行期日ですが、本庄市公共施設予約システムの運用と合わせ、平

成３１年３月１日から施行するものです。 

また、経過措置ですが、改正前の規則の規定により既に印刷済の様式につ

いては、当分の間、使用することができる規定をもうけるものです。 

説明は以上でございます。 

教 育 長 ただいまの説明につきまして、ご質疑はございませんか。 

岡崎委員 新旧対照表の１４ページ、旧の変更申請書には細かく使用料を記入する欄

があって、変更後の申請書には記載欄がないのですが、これはどういった理

由でしょうか。 

加藤生涯学

習課長 

使用料については、現在使用している旧の様式でも記入の必要がなく、使

用していないため、実際の運用に合わせて様式を変更しました。 

落合委員 変更後の様式に「利用番号」という欄があるが、これはどういった番号が

割り振られる形になるのでしょうか。番号は、その都度違う番号なのか、そ

れともその番号で個人を特定できるものなのか教えてください。 

また、その番号で個人を特定する場合、利用者には伝えているのか合わせ

て教えてください。 

加藤生涯学

習課長 

利用者から登録の申請があった時点で、システムでその利用者の番号を連

番で登録し、利用番号が記載された登録カードが発行されます。登録カード

を発行する際に、口頭と通知で利用番号が割り振られる説明をします。 

その後の使用については、登録カードを提示して利用していただくので、

個人及び団体の特定及び利用状況等を把握できるようになります。 

教 育 長 他に、ご質疑はございませんか。 

教 育 委 員 質疑なし。 



教 育 長 それでは、他に質疑がありませんので、議案第４号については、原案のと

おり承認することで、ご異議ございませんか。 

教 育 委 員 異議なし。 

教 育 長 異議がありませんので、議案第４号「本庄市民文化会館の設置及び管理に

関する条例施行規則の一部を改正する規則」は、承認することに決定しまし

た。 

次に、議案第５号について、事務局から説明を求めます。 

加藤生涯学

習課長 

議案第５号「本庄市児玉文化会館の設置及び管理に関する条例施行規則の

一部を改正する規則」につきまして、ご説明いたします。 

議案書「１９ページ」をお開きください。 

始めに、本議案の提案理由をご説明いたします。２９ページをお願いしま

す。 

提案理由は、公共施設予約システムの運用に伴い、所用の改正を行いたい

ので、この案を提出するものでございます。 

次に議案内容についてご説明いたします。新旧対照表の１７ページを併せ

てご覧ください。 

第４条中「本庄市児玉文化会館利用許可書兼領収書」を「本庄市児玉文化

会館利用許可書」に、「本庄市児玉文化会館利用変更許可書兼領収書」を「本

庄市児玉文化会館利用変更許可書」に改めます。 

次に、第９条中、「取りやめ」を「利用の許可の取消しの申出」に改め、文

言の整理を行うものです。 

次に第９条に次の１項を加えます。 

条例第１３条第３号の規定による利用の許可の取消しの申出は、「本庄市

児玉文化会館利用許可取消申出書（様式第７号）」に第４条に規定する「本庄

市児玉文化会館利用許可書（様式第３号）」又は「本庄市児玉文化会館利用変

更許可書（様式第４号）」を添えて、教育委員会に提出する事により行わなけ

ればならない、とするものでございます。 

次に様式の改正のご説明をいたします。 

新旧対照表１８ページ様式第１号「本庄市児玉文化会館利用申請書」、１９

ページ様式第２号「本庄市児玉文化会館利用変更申請書」、２０ページ様式第

３号「本庄市児玉文化会館利用許可書兼領収書」、２１ページ様式第４号「本

庄市児玉文化会館利用変更許可書兼領収書」、２２ページ様式第５号「本庄市

児玉文化会館使用料減額（免除）申請書、２３ページ様式第６号「本庄市児

玉文化会館使用料減額（免除承諾書を、それぞれ右側の様式に改め、２４ペ

ージ様式第７号「本庄市児玉文化会館利用許可取消申出書」を新たに追加す

るものでございます。 

議案書２９ページにお戻りください。 

附則の施行期日ですが、本庄市公共施設予約システムの運用と合わせ平成

３１年３月１日から施行するものです。 

また、経過措置ですが、改正前の規則の規定により既に印刷済の様式につ



いては、当分の間、使用することができる規定をもうけるものです。 

説明は以上でございます。 

教 育 長 ただいまの説明につきまして、ご質疑はございませんか。 

教 育 委 員 質疑なし。 

教 育 長 それでは、特に質疑がありませんので、議案第５号については、原案のと

おり承認することで、ご異議ございませんか。 

教 育 委 員 異議なし。 

教 育 長 異議がありませんので、議案第５号「本庄市児玉文化会館の設置及び管理

に関する条例施行規則の一部を改正する規則」は、承認することに決定しま

した。 

次に、議案第６号について、事務局から説明を求めます。 

堀口体育課

長 

議案書３０ページをお願いします。 

体育課からは、議案第６号「本庄市体育施設設置及び管理に関する条例施

行規則の一部を改正する規則」につきまして、ご説明いたします。 

始めに、本議案の提案理由をご説明いたします。３５ページをお願いしま

す。 

提案理由は、スポーツ施設予約システムから公共施設予約システムへの更

新に伴い、様式の改正を行いたいので、この案を提出するものでございます。

次に、議案内容についてご説明いたします。新旧対照表の２６ページを併

せてご覧下さい。 

様式第４号「本庄市体育施設利用許可申請書」、様式第５号「本庄市体育施

設利用許可書」、様式第６号「本庄市体育施設使用料減免申請書」、及び、様

式第７号「本庄市体育施設使用料減免許可書」を右側の用紙に改めるもので

す。 

議案書３５ページにお戻り下さい 

附則として、施行期日を、本庄市公共施設予約システムの運用に合わせ、

平成３１年３月１日から施行するものでございます。 

以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

教 育 長 ただいまの説明につきまして、ご質疑はございませんか。 

教 育 委 員 質疑なし。 

教 育 長 それでは、特に質疑がありませんので、議案第６号については、原案のと

おり承認することで、ご異議ございませんか。 

教 育 委 員 異議なし。 

教 育 長 異議がありませんので、議案第６号「本庄市体育施設設置及び管理に関す

る条例施行規則の一部を改正する規則」は、承認することに決定しました。

次に、議案第７号について、事務局から説明を求めます。 

堀口体育課

長 

議案書３６ページをお願いします。 

議案第７号「本庄市公園施設設置及び管理に関する条例施行規則の一部を

改正する規則」につきまして、ご説明いたします。 



始めに、本議案の提案理由をご説明いたします。４１ページをお願いしま

す。 

提案理由は、スポーツ施設予約システムから公共施設予約システムへの更

新に伴い、様式の改正を行いたいので、この案を提出するものでございます。

次に、議案内容についてご説明いたします。新旧対照表の３１ページを併

せてご覧下さい。 

様式第４号「本庄市公園施設利用許可申請書」、様式第５号「本庄市公園施

設利用許可書」、様式第６号「本庄市公園施設使用料減免申請書」、及び、様

式第７号「本庄市公園施設使用料減免許可書」を右側の用紙に改めるもので

す。 

議案書４１ページにお戻り下さい 

附則として、施行期日を、本庄市公共施設予約システムの運用に合わせ、

平成３１年３月１日から施行するものでございます 

以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

教 育 長 ただいまの説明につきまして、ご質疑はございませんか。 

今井委員 申請書の中に、文化会館等は「取消申請書」がありますが、体育施設や公

園施設については同じような申請書がないのですが、どのような理由なのか

教えてください。 

堀口体育課

長 

体育施設や公園施設には、当初から「取消申請書」はなく、これまでの運

用上も不要であったため、今回の改正にあたりまして追加する必要がないと

いう判断でございます。しかし、今回、体育施設と文化施設が同じ予約シス

テムで運用されることで、利用者に分かりづらくなる可能性もあるため、実

際の利用が始まり、利用者からのご意見等を聞きながら、必要に応じて検討

してまいりたいと存じます。 

教 育 長 他に、ご質疑はございませんか。 

教 育 委 員 質疑なし。 

教 育 長 それでは、他に質疑がありませんので、議案第７号については、原案のと

おり承認することで、ご異議ございませんか。 

教 育 委 員 異議なし。 

教 育 長 異議がありませんので、議案第７号「本庄市公園施設設置及び管理に関す

る条例施行規則の一部を改正する規則」は、承認することに決定しました。

次に、議案第８号について、事務局から説明を求めます。 

堀口体育課

長 

議案書４２ページをお願いします。 

議案第８号「本庄市立学校体育館、武道館及び校庭の利用に関する規則の

一部を改正する規則」につきまして、ご説明いたします。 

始めに、本議案の提案理由をご説明いたします。４７ページをお願いしま

す。 

提案理由は、公共施設予約システムの運用に伴い、所要の改正を行いたい

ので、この案を提出するものでございます。 



次に、議案内容についてご説明いたします。新旧対照表の３５ページを併

せてご覧下さい。 

まず、第３条第１項中「本庄市立学校体育施設利用許可申請書」を「本庄

市立学校体育施設・学校校庭夜間照明施設利用許可申請書」に改め、同条第

２項中「本庄市立学校体育施設利用許可書」を「本庄市立学校体育施設・学

校校庭夜間照明施設利用許可書」に改めます。 

次に、第５条第２項中「本庄市立学校体育施設使用料減免申請書」を「本

庄市立学校体育施設・学校校庭夜間照明施設使用料減免申請書」に、「市長」

を「教育委員会」に改め、同条第３項中「本庄市立学校体育施設使用料減免

決定通知書」を「本庄市立学校体育施設・学校校庭夜間照明施設使用料減免

許可書」に改めます。 

議案書４７ページにお戻り下さい 

附則として、施行期日を、本庄市公共施設予約システムの運用に合わせ、

平成３１年３月１日から施行するものでございます 

以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

教 育 長 ただいまの説明につきまして、ご質疑はございませんか。 

教 育 委 員 質疑なし。 

教 育 長 それでは、特に質疑がありませんので、議案第８号については、原案のと

おり承認することで、ご異議ございませんか。 

教 育 委 員 異議なし。 

教 育 長 異議がありませんので、議案第８号「本庄市立学校体育館、武道場及び校

庭の利用に関する規則の一部を改正する規則」は、承認することに決定しま

した。 

次に、議案第９号について、事務局から説明を求めます。 

堀口体育課

長 

議案書４８ページをお願いします。 

議案第９号「本庄市立学校校庭夜間照明施設設置及び管理に関する条例施

行規則の一部を改正する規則」につきまして、ご説明いたします。 

始めに、本議案の提案理由をご説明いたします。５３ページをお願いしま

す。提案理由は、公共施設予約システムの運用に伴い、所要の改正を行いた

いので、この案を提出するものでございます。 

次に、議案内容についてご説明いたします。新旧対照表の４１ページを併

せてご覧下さい。 

まず、第４条第１項中「学校校庭夜間照明施設利用申請書」を「本庄市立

学校体育施設・学校校庭夜間照明施設利用許可申請書」に改め、同条第２項

中「学校校庭夜間照明施設利用許可書」を「本庄市立学校体育施設・学校校

庭夜間照明施設利用許可書」に改めます。 

次に、第６条第２項中「学校校庭夜間照明施設使用料減免申請書」を「本

庄市立学校体育施設・学校校庭夜間照明施設使用料減免申請書」に改め、同

条第３項中「学校校庭夜間照明施設使用料減免許可書」を「本庄市立学校体



育施設・学校校庭夜間照明施設使用料減免許可書」に改めます。 

議案書５３ページにお戻り下さい 

附則として、施行期日を、本庄市公共施設予約システムの運用に関する規

則の一部を改正する規則の施行日と合わせ、平成３１年３月１日から施行す

るものでございます 

以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

教 育 長 ただいまの説明につきまして、ご質疑はございませんか。 

教 育 委 員 質疑なし。 

教 育 長 それでは、特に質疑がありませんので、議案第９号については、原案のと

おり承認することで、ご異議ございませんか。 

教 育 委 員 異議なし。 

教 育 長 異議がありませんので、議案第９号「本庄市立学校校庭夜間照明施設及び

管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則」は、承認することに決定

しました。 

次に、議案第１０号について、事務局から説明を求めます。 

加藤生涯学

習課長 

議案第１０号「本庄市公民館長の任命について」ご説明申し上げます。 

議案書５４ページをお願いいたします。 

始めに、本議案の提案理由をご説明いたします。 

本庄西公民館及び藤田公民館の２名の館長が平成３１年３月３１日をも

って任期満了となるため、本庄市公民館設置及び管理に関する条例第１７条

第２項の規定により、本庄市公民館長を任命したいので、この案を提出する

ものでございます。 

次に議案内容をご説明致します。 

本庄市公民館長を次のとおり任命する。 

１の氏名等についてですが、氏名と略歴を申し上げます。  

再任でございます。  

はじめに本庄西公民館です。 

小暮 一実、現本庄西公民館長 

生年月日及び住所については、記載のとおりでございます。 

次に藤田公民館です。 

星野 英治、現藤田公民館長 

生年月日及び住所については、記載のとおりでございます。 

２の任期でございますが、本庄市公民館設置及び管理に関する条例第１７

条第２項の規定により２年で、平成３１年４月１日から平成３３年３月３１

日まででございます。 

以上で、説明を終了いたします。ご審議の程よろしくお願いいたします。

教 育 長 ただいまの説明につきまして、ご質疑はございませんか。 

教 育 委 員 質疑なし。 

教 育 長 それでは、特に質疑がありませんので、議案第１０号については、原案の



とおり承認することで、ご異議ございませんか。 

教 育 委 員 異議なし。 

教 育 長 異議がありませんので、議案第１０号「本庄市公民館長の任命について」

は、承認することに決定しました。 

次に、議案第１１号について、事務局から説明を求めます。 

加藤生涯学

習課長 

議案第１１号「本庄市社会教育指導員の任命について」ご説明申し上げま

す。 

議案書５５ページをお願いいたします。 

始めに、本議案の提案理由をご説明いたします。 

社会教育指導員が平成３１年３月３１日をもって任期満了となるため、本

庄市社会教育指導員設置に関する規則第５条の規定により、本庄市社会教育

指導員を任命したいので、この案を提出するものでございます。 

次に議案内容をご説明致します。 

本庄市社会教育指導員を次のとおり任命する。 

１の氏名等についてですが、氏名と略歴を申し上げます。 

再任でございます。 

南 徳美、現社会教育指導員 

なお、生年月日及び住所については、記載のとおりでございます。 

２の任期でございますが、本庄市社会教育指導員設置に関する規則第６条

の規定により１年で、平成３１年４月１日から平成３２年３月３１日までで

ございます。 

以上で説明を終了いたします。ご審議の程よろしくお願いいたします。 

教 育 長 ただいまの説明につきまして、ご質疑はございませんか。 

教 育 委 員 質疑なし。 

教 育 長 それでは、特に質疑がありませんので、議案第１１号については、原案の

とおり承認することで、ご異議ございませんか。 

教 育 委 員 異議なし。 

教 育 長 異議がありませんので、議案第１１号「本庄市社会教育指導員の任命につ

いて」は、承認することに決定しました。 

次に、議案第１２号について、事務局から説明を求めます。 

高橋教育総

務課長 

議案第１２号の平成３１年度学校給食運営計画について、ご説明申し上げ

ます。 

提案理由につきましては、児玉地域小中学校の学校給食における重点的な

取組み、年間給食日数、給食提供期間及び年額給食費等を定めるため、提案

するものでございます。 

この運営計画は、本年１月２９日に行われました児玉地域学校給食運営委

員会において、各学校長やＰＴＡ会長の委員のみなさんに承認をいただいて

おります。 

それでは、資料の説明をいたします。議案第１２号の別紙をご覧ください。



１ページから２ページにかけて、趣旨と７項目にわたる重点的な取り組み

について示しております。重点的施策として、（１）衛生管理マニュアルに基

づく衛生管理の徹底、（２）給食食材の安全の確保と地産地消の推進、（３）

アレルギー対応給食の充実、（４）情報発信の充実、（５）給食完食の推進、

（６）学校給食費の未納防止、（７）危機管理体制の見直し、の７項目にわた

り取組んでまいります。 

（７）危機管理体制の見直しについては、今年度の児玉地域学校給食運営

委員会で検討を行い、３１年度運営計画から新たに追加したもので、安全・

安心な学校給食を提供するため、事故の発生要素を限りなくゼロに近づける

よう努めるとともに、万が一、異物混入や食中毒等の事故が発生した場合に

は、児童生徒への影響を最小限とするため、迅速かつ的確に、また、各学校

で統一した対応が取れるようマニュアルを策定し、危機管理体制の見直しを

図るというものでございます。 

３の学校給食運営基準でございますが、（１）では年間の稼動可能日数及び

給食日数、（２）では学校給食費実費徴収金について定めております。 

平成３１年度は、稼動可能日数は１９５日で、年間給食日数は上限で小学

校１９０日、中学校１８８日です。この日数は、本庄上里学校給食センター

と同じでございます。 

平成３０年度の運営計画では、小学校で１９１日、中学校で１８９日でし

たが、３１年度は天皇の即位の関係などの祝日が増えることから、本庄上里

学校給食センターとあわせて、変更を行ったものでございます。 

平成３０年度は小学校で１９１日、中学校で１８９日です。この日数は今

年度と同じ日数でございます。 

次に、（２）学校給食費実費徴収金、給食費ですが、過去５年間の給食提供

実績及び食材費の推移を考慮しながら、平成３１年度の給食日数をもとに、

給食の食材費の年額総額を試算したところ、平成３１年度の年額給食費につ

いては、平成３０年度の給食費を据え置くこととするものです。 

小学校で年額４５，２５０円、中学校で５３，１７０円です。 

次に、３ページの②月額給食費の特例でございますが、こちらは食物アレ

ルギーや宗教上の理由により弁当を持参し、牛乳のみを飲用する場合の月額

給食費を定めております。 

なお、牛乳の単価につきましては、３月中旬に決定となるために３０年度

の牛乳単価で計算をしております。３１年度の単価が決定し次第改めて金額

の計算を行うことになります。 

その下の表は、小学校、中学校のそれぞれ、年額給食費と牛乳のみの特例

給食費の月額を表にしたもので、８月を除いた１１回の納期に分けて納入し

ていただいております。 

４ページの③④は転入転出等における日割り計算で、小学校の日額、中学

校の日額を規定しております。 

また、⑤はアレルギー対応によりパン・麺の提供を受けない者の返金、⑥



は転校による日割り計算の特例、⑦は学級閉鎖時等の取扱いを規定しており

ます。 

５ページにつきましては、先程申し上げた日割り計算の特例の計算式を載

せております 

なお、参考資料として、本庄上里学校給食組合の３１年度学校給食運営計

画を配布させていただいております。 

説明は以上となります。よろしくお願いします。 

教 育 長 ただいまの説明につきまして、ご質疑はございませんか。 

今井委員 給食運営委員会には各学校のＰＴＡ会長も出席されているとのことです

が、こういった情報は各家庭にまで公表されているのか教えてください。 

高橋教育総

務課長 

本定例会で決定した学校給食運営計画を各学校に流して、学校ごとに各家

庭に配布していただくような形になっております。 

落合委員 給食費の滞納等の徴収状況はどのようになっているか教えてください。 

高橋教育総

務課長 

給食費の徴収ですが、本庄地域に関しては給食センター、児玉地域は学校

直営で実施している状況です。教育総務課で担当している児玉地域に関して

は、自校給食ということで作っているところと食べるところが近く、給食へ

の関心が高く、１～２ヶ月程度の支払いの遅れというのはありますが、翌年

度へ繰り越すといった滞納はないような状況です。 

ただ、給食センターが担当している本庄地域に関しては、学校によってで

すが、滞納額の多い学校もあると聞いております。 

教 育 長 他に、ご質疑はございませんか。 

教 育 委 員 質疑なし。 

教 育 長 それでは、他に質疑がありませんので、議案第１２号については、原案の

とおり承認することで、ご異議ございませんか。 

教育委員  異議なし。 

教 育 長 異議がありませんので、議案第１２号「平成３１年度学校給食運営計画に

ついて」は、承認することに決定しました。 

これで、公開での議事審議を終了します。 

次に、議事日程５の「教育長の報告」へ移ります。 

「行動記録」をご覧ください。 

前回１月２１日の定例会以降の行動記録について、別紙のとおり報告させ

ていただきます。 

主だったところについて説明させていただきます。 

２１日は、本庄南中を視察して、総合教育会議、定例会とお世話になりま

した。無言ひざつき清掃の取組は市内中学校を中心に定着しております。 

２３日には、本庄市いじめ問題専門委員会が開催され、本市の取組につい

ての説明の後、指導と助言をいただきました。 

２５日は、埼玉県都市教育長協議会の定例会が志木市で開催され、県から

の情報提供と本年度の研究成果について３つの研究部からの報告がありま



した。 

２月１日には児玉中学校で県の研究委嘱を受けての発表会があり、６教科

の授業が公開され、７０名に上る参観者があり、児玉中の先生方が一致協力

して３年間取り組んできた成果が発表されました。 

２日には安全安心まちづくり研修会がセルディで開催され、本庄東小学校

の児童が警察官との歌舞伎を披露し大盛況でした。 

２月６日には児玉中学校、８日には本庄東中で立志式が行われ出席しまし

た。他の２校についても同様の取組を行っております。 

２月６日から１３日の間の４日間を使って、校長との人事評価面談を行い

ました。今年度の取組の状況、達成状況、自己評価等について説明をうけ指

導を行いました。 

７日には、市内校長会が開催され、今年度のまとめと次年度に向けての取

組等についての指示と学力向上に関しての研修を持ちました。また、午後に

は中学生まちづくり議会が開催されました。 

８日の児玉地区教育委員会連合会研修会、懇親会では委員の皆様方にはお

世話になりました。 

行動記録については以上です。 

次に、議事日程６の「その他」へ移ります。 

事務局から何かございませんか。 

高橋教育総

務課長 

前回の定例会で今後のスケジュールで説明いたしましたが、２月２１日の

木曜日に臨時会を開催いたします。午後２時３０分、委員室で開催となりま

すので、よろしくお願いします。 

加藤生涯学

習課長 

 生涯学習課から事業の報告と今後の事業開催予定について報告させてい

ただきます。右上に生涯学習課とある資料をご覧いただきたいと思います。

まず、事業の報告です。 

本庄市こども会育成会連合会と共催で「平成３０年度冬季リーダー研修

会」が２月９日、１０日スノーパーク尾瀬戸倉で開催されました。内容はス

キー教室で参加者数は小学６年生５５人でございました。 

続きまして、今後の事業等の開催予定についてでございますが、１つ目は、

本庄市青少年育成市民会議主催の「親子名作映画劇場」が２月１６日に開催

されます。午前中はセルディ、午後は本庄市民文化会館で上映いたします。

２つ目は、本庄市こども会育成会連合会主催の「はがき作品展」が２月２

５日から３月１日まで本庄市役所市民ホールに展示されます。テーマは、本

庄の名所・名物で市内の小学生から 1,794 点の応募がありました。表彰式を

３月２日、午前１０時から本庄市役所市民ホールにて行います。 

３つ目は、こだま芸術文化のつどい実行委員会による「第１２回こだま芸

術文化のつどい」が３月２日、３日にセルディで開催されます。内容は作品

の展示や芸能発表でございます。 

４つ目は、「平成３０年度本庄市市民総合大学閉講式」が３月１６日市民文

化会館で開催され、閉講式終了後、早稲田大学グリークラブによる愛唱曲の




